
１ 平成２１年度一般会計決算収支のポイント

２年連続の赤字（１１億円）
２０年秋以降の急激な景気後退の影響により，市税が過去最大の減少となった
ものの，経費節減や歳入確保の取組を全庁挙げて強力に進めた結果，単年度収
支は，１９億円の黒字となり，実質収支赤字は，１１億円に縮小した。

決算額 7,304億円

形式的には３６

実質収支

決算額 7,340億円
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１１億円の赤字

単年度収支は１９億円の黒字

20年度実質収支赤字30億円 → 21年度実質収支赤字11億円



2 975

3,122 3,110
3,201

3,311

3,425
3,502 3,529

3,653 3,674

3,781 3,790
3,846

3,884

3,873

3,959 3,992

4,170

3,399

3,558 3,542

3,701

3,833

4,031 4,062
4,121 4,120

4,205
4,166

4,080 4,074

3,903

4,048
3,973

3,821 3,802
3,806

3,727

3,000

3,500

4,000

4,500

億円 市税収入，一般財源収入，義務的経費等の推移

義務的経費等
(義務的経費＋（国保，介護，長寿医療等関連経費)）
※義務的経費＝人件費＋扶助費＋公債費
21年度決算 人件費：ピーク時の13年度決算額から△15.8％減

扶助費：3年度決算額の約1.9倍

一般財源収入
(市税＋地方交付税など）

平成3年度では，義務的経費等と市税収入がほぼ同規模でしたが，その後，義務的経費等が増大する一
方，市税収入は横ばいで推移し，近年は1000億円を超える乖離となっています。
また，市税以外に地方交付税等を含めた一般財源収入は，近年の地方交付税等の大幅な削減により，平
成7年度以前の水準にまで低下しています。その一方で，義務的経費等は増加の一途をたどっており，今
後も着実に増加することが見込まれます。
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扶助費：3年度決算額の約1.9倍
公債費：ピーク時の15年度決算額から△9.7％減

（3年度決算額の約1.6倍）

市税収入
21以前は決算，22は当初予算



財政健全化法に基づく健全化判断比率

〔財政の早期健全化・再生〕

実質赤字比率
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〔公営企業の経営健全化〕

20％ 本市

市バス事業

21年度

資金不足比率

経営健全化基準

本市

地下鉄事業

21年度

経営健全化団体

20年度

59 7％

20年度

133 5％

一般会計の実質収支が20年度の30億円から11億円に縮小したことにより，実質赤
字比率が0.57ポイント改善し，0.30％となりました。
加えて，国民健康保険事業や市バス・地下鉄事業の赤字が縮小したことなどから，

連結実質赤字額が114億円改善し，連結実質赤字比率は5.47％となりました。
また，市バス・地下鉄事業は，経営健全化基準である20％を上回っており，法に
基づき策定した経営健全化計画の取組を推進して参ります。

45.9％ 114.5％59.7％ 133.5％


